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令和２年 10 月２日
第　　  140 　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中小企業振興課）……………７

　　　　公安委員会

○警備員指導教育責任者講習の実施　　　　　　（警察本部生活保安課）……………７

○猟銃及び空気銃の所持に関する講習会（初心者に対する講習会）の

　開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（警察本部生活保安課）……………９

○猟銃及び空気銃の所持に関する講習会（経験者に対する講習会）の

　開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（警察本部生活保安課）……………10

○猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の開催（警察本部生活保安課）……………11

○年少射撃資格の認定のための講習会（年少射撃資格講習会）の開催

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（警察本部生活保安課）……………11

　福岡県告示第745号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定施

業要件の変更をする予定であるので、同法第33条の３において準用する同法第30条の２

の規定により次のように告示する。

　　令和２年10月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として指定された目的

　　次に掲げる告示で定めるところによる。

　　昭和55年１月26日農林水産省告示第80号

２　変更に係る指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　　変更しない。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県農林水産部農山漁村振興課及び

宗像市役所に備え置いて縦覧に供する。）

目　　　次
　　　　告　　　示（第745号−第752号）

○保安林指定施業要件の変更予定森林の所在場所等　（農山漁村振興課）……………１

○保安林指定施業要件の変更予定森林の所在場所等　（農山漁村振興課）……………２

○保安林指定施業要件の変更予定森林の所在場所等　（農山漁村振興課）……………２

○保安林指定施業要件の変更予定森林の所在場所等　（農山漁村振興課）……………２

○土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定　（環境保全課）……………２

○急傾斜地崩壊危険区域の指定　　　　　　　　　　　　（砂　防　課）……………３

○保安林予定森林に関する農林水産大臣からの通知　（農山漁村振興課）……………３

○道路の区域の変更　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路維持課）……………３

　　　　公　　　告

○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　　　　（都市計画課）……………４

○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　　　　（都市計画課）……………４

○落札者等の公示　　　　　　　　　　　　　　　　　　（薬　務　課）……………４

○大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定に基づく変更の届出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中小企業振興課）……………５

○大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定に基づく変更の届出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中小企業振興課）……………５

○大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定に基づく変更の届出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中小企業振興課）……………６

○大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定に基づく変更の届出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中小企業振興課）……………６

○大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定に基づく変更の届出

告　　　示
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　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県農林水産部農山漁村振興課並び

に関係市役所及び篠栗町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第748号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定施

業要件の変更をする予定であるので、同法第33条の３において準用する同法第30条の２

の規定により次のように告示する。

　　令和２年10月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として指定された目的

　　次に掲げる告示で定めるところによる。

　　昭和55年１月26日農林水産省告示第82号

２　変更に係る指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　　変更しない。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県農林水産部農山漁村振興課並び

に行橋市役所及びみやこ町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第749号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　令和２年10月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　福岡県告示第746号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定施

業要件の変更をする予定であるので、同法第33条の３において準用する同法第30条の２

の規定により次のように告示する。

　　令和２年10月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として指定された目的

　　次に掲げる告示で定めるところによる。

　　昭和56年６月福岡県告示第937号

２　変更に係る指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　　変更しない。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県農林水産部農山漁村振興課及び

福岡市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第747号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定施

業要件の変更をする予定であるので、同法第33条の３において準用する同法第30条の２

の規定により次のように告示する。

　　令和２年10月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として指定された目的

　　次に掲げる告示で定めるところによる。

　　昭和55年11月５日農林水産省告示第1481号（２に係るものに限る。）

２　変更に係る指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　　変更しない。
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308番２ 11号

308番１ 12号

　福岡県告示第751号

　農林水産大臣から、次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので、森

林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　令和２年10月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　

１　保安林予定森林の所在場所

　　北九州市若松区大字畠田字大谷17・18の１から18の３まで・20・21の２・字狩屋山

　24の１（以上７筆について次の図に示す部分に限る。）

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

　　　市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び北九州市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第752号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

　　遠賀郡水巻町猪熊十丁目1498番10の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）第31条第１項の基準に適合し

ていない特定有害物質の種類

　　クロロエチレン

　　１，２−ジクロロエチレン

　　テトラクロロエチレン

　　トリクロロエチレン

　福岡県告示第750号

　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項

の規定に基づき、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定するので、同条第

３項の規定により公示する。

　　令和２年10月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋

１　区域の名称　　  新田原地区

２　区域の所在地　　糟屋郡宇美町原田三丁目

３　土地の表示

　　次に掲げる地番の土地に存する標柱番号１号から12号までを順次結んだ線及び標柱

　番号１号と12号とを結んだ線に囲まれた区域

所 在 地 地　番 標柱番号

糟屋郡宇美町原田三丁目

310番２地先 １号

413番１地先 ２号

413番３ ３号

409番１ ４号

413番４ ５号

409番４ ６号及び７号

414番２ ８号から10号
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条第３項の規定により公告する。

　　令和２年10月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糸島市志摩小富士字石崎442番５、442番12及び442番13

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福岡市中央区荒戸二丁目３番30　203号

　　岡本　大介

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　令和２年10月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る物品等の名称及び数量

　　抗インフルエンザウイルス薬タミフルカプセル　32,100人分

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県保健医療介護部薬務課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　令和２年９月14日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　中外製薬株式会社

　⑵　住所

　　　東京都北区浮間五丁目５番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　57,661,230円

に供する。

　　令和２年10月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

京　築 県　道 犀　川
豊　前　線

前
豊前市大字篠瀬433番４先から
豊前市大字篠瀬468番１先まで

6.2
〜

22.0
75.0

後
豊前市大字篠瀬434番１先から
豊前市大字篠瀬463番先まで

11.0
〜

27.4
75.0

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和２年10月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　（２工区）田川郡添田町大字添田字原野山1793番３及び1793番14から1793番16まで

、字ヲク2531番２及び2531番３並びに字岩石山2532番165、2532番166、2532番168及

び2532番169

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　田川郡添田町大字添田2151

　　添田町

　　添田町長　寺西　明男

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

公　　　告
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４　当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

　あっては代表者の氏名

変更前 変更後

株式会社しまむら
代表取締役　北島　常好
埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目19番４号

株式会社しまむら
代表取締役　鈴木　誠
埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目19番４号

株式会社大賀薬局
代表取締役　大賀　研一
福岡市博多区博多駅前三丁目９番１号

株式会社大賀薬局
代表取締役　大賀　崇浩
福岡市博多区博多駅前三丁目９番１号

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったの

で、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和２年10月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋

１　届出年月日

　　令和２年９月２日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地 

　⑴　名称　　南風台ショッピングセンター

　⑵　所在地　糸島市南風台三丁目169番１

３　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

　の氏名

変更前 変更後

株式会社サンリブ
代表取締役　佐藤　秀晴
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番１号

株式会社サンリブ
代表取締役　菊池　毅
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番１号

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第15条１⒝に該当

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったの

で、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和２年10月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋

１　届出年月日

　　令和２年８月20日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地 

変更前 変更後

（仮称）しまむら・バースデイ宇美　ファッ
ションモール、大賀薬局・ファミリーマート
宇美店
糟屋郡宇美町光正寺二丁目4591番１　外

しまむら・バースデイ宇美　ファッションモ
ール、大賀薬局・ファミリーマート宇美店
糟屋郡宇美町光正寺二丁目4591番１　外

３　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

　の氏名

変更前 変更後

芙蓉総合リース株式会社
代表取締役　辻田　泰徳
東京都千代田区神田三崎町三丁目３番23号

芙蓉総合リース株式会社
代表取締役　辻田　泰徳
東京都千代田区麹町五丁目１番地１

有限会社サンライズ
代表取締役　安河内　豊
糟屋郡宇美町光正寺三丁目２番１号

有限会社サンライズ
代表取締役　安河内　豊
糟屋郡宇美町光正寺三丁目２番１号
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変更前 変更後

株式会社サンリブ
代表取締役　佐藤　秀晴
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番１号
外11社

株式会社サンリブ
代表取締役　菊池　毅
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番１号
外11社

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、同法附

則第５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があっ

たので、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり

公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和２年10月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋

１　届出年月日

　　令和２年９月２日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地 

　⑴　名称　　サンリブ筑後店

　⑵　所在地　筑後市大字徳久字中牟田251番３外

３　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

　の氏名

変更前 変更後

株式会社サンリブ
代表取締役　佐藤　秀晴
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番１号

株式会社サンリブ
代表取締役　菊池　毅
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番１号

４　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

　ては代表者の氏名

変更前 変更後

４　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

　ては代表者の氏名

変更前 変更後

株式会社サンリブ
代表取締役　佐藤　秀晴
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番１号
外７社

株式会社サンリブ
代表取締役　菊池　毅
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番１号
外７社

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、同法附

則第５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があっ

たので、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり

公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和２年10月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋

１　届出年月日

　　令和２年９月２日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地 

　⑴　名称　　サンリブ久留米

　⑵　所在地　久留米市野中町1411番１外

３　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

　の氏名

変更前 変更後

株式会社サンリブ
代表取締役　佐藤　秀晴
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番１号

株式会社サンリブ
代表取締役　菊池　毅
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番１号

４　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

　ては代表者の氏名
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北九州市小倉南区上葛原二丁目14番１号
外５社

北九州市小倉南区上葛原二丁目14番１号
外５社

福岡県公安委員会告示第209号

  警備業法（昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定

する警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及

び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号

。以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。

）を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　令和２年10月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会

１　講習の区分

　　法第２条第１項第１号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

　⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

講　習　期  日 講　習　時　間 講　習　場　所

令和２年12月９日（水）
から同年12月17日（木）
までの間

午前９時30分から午後５時30分まで（３日
目から６日目までの講習については、午後
４時35分まで、最終日の講習については、
午後０時10分までとし、その後午後１時00
分から修了考査を実施する。）

北九州市門司区小
森江三丁目９番１
号
福岡県警察警備員
教育センター

　　※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条

例第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）につ

いては、休講とする。

　⑵　追加取得講習

株式会社サンリブ
代表取締役　佐藤　秀晴
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番１号
外14社

株式会社サンリブ
代表取締役　菊池　毅
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番１号
外14社

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったの

で、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和２年10月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋

１　届出年月日

　　令和２年９月２日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地 

　⑴　名称　　マルショク不知火店

　⑵　所在地　大牟田市不知火町三丁目３番１外

３　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

　の氏名

変更前 変更後

株式会社サンリブ
代表取締役　佐藤　秀晴
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番１号

株式会社サンリブ
代表取締役　菊池　毅
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番１号

４　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

　ては代表者の氏名

変更前 変更後

株式会社サンリブ
代表取締役　佐藤　秀晴

株式会社サンリブ
代表取締役　菊池　毅
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、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　　　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当

する者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　　　令和２年10月26日（月）から同年10月28日（水）までの午前９時00分から午後４

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

　　　ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

　　　　※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

　　　　　真を貼付すること。

　　　イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　　　　　　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）

及び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　　　　　　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業

務従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

講　習  期  日 講　習　時　間 講　習　場　所

令和２年12月14日（月）
から同年12月17日（木）
までの間

午前９時30分から午後４時35分まで（初日
の講習は、午前10時25分から開始し、最終
日の講習については、午後０時10分までと
し、その後午後１時00分から修了考査を実
施する。）

北九州市門司区小
森江三丁目９番１
号
福岡県警察警備員
教育センター

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　30名

　⑵　追加取得講習　

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

　　ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

　　　）に従事した期間が通算して３年以上である者

　　イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

　　ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

　　エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

　　オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後
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　　エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

　⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

　⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

　⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　　　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

　⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間、福岡県警察本部生活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、

3174）又は福岡県警察警備員教育センター（電話093（381）2627）に対して行うこ

と。

　⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

　⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。

福岡県公安委員会告示第215号

　銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号）第５条の３第１項の規定に基づく猟

銃及び空気銃の所持に関する講習会（初心者に対する講習会）を次のとおり開催するの

で、銃砲刀剣類所持等取締法施行令（昭和33年政令第33号）第17条第２項の規定により

告示する。

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分

に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

　　　ア　前記５⑶アに掲げる書面

　　　イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　　　　　　　　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　47,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　23,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

　　ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

　　イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後４時00分までの間に、受付場所である福岡県警察警備員教育セン

ターに赴き、受付番号を申告するとともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手

数料を添えて受講申込みを行うこと。

　　ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする
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　⑹　会場の都合等により、講習会の場所が隣接警察署等に変更となる場合もあるが、

その場合は、事前に受講希望者に連絡する。

福岡県公安委員会告示第216号

　銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号）第５条の３第１項の規定に基づく猟

銃及び空気銃の所持に関する講習会（経験者に対する講習会）を次のとおり開催するの

で、銃砲刀剣類所持等取締法施行令（昭和33年政令第33号）第17条第２項の規定により

告示する。

　　令和２年10月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

１　講習会の日時、場所

日　　時 場　　所 開催警察署

令和２年11月６日（金）
午後１時30分〜午後４時30分

北九州市小倉北区大門一丁目６番19号
　小倉北警察署　会議室 小倉北警察署

令和２年11月11日（水）
午後１時30分〜午後４時30分

糟屋郡粕屋町大字上大隈147番地１
　粕屋警察署　会議室 粕屋警察署

令和２年11月17日（火）
午後１時30分〜午後４時30分

久留米市東櫛原町1002番地２
　久留米警察署　会議室 久留米警察署

２　講習の科目

　⑴　猟銃及び空気銃の所持に関する法令

　⑵　猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱い

３　注意事項

　⑴　受講希望者は、猟銃等講習受講申込書に所定の事項を記入し、写真（申込み前６

ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦３センチメートル、横2.4

センチメートルのもの）を添えて、住所地を管轄する警察署に申し込むこと。

　⑵　上記申込みは、受講日の１週間前までにすること。

　⑶　受講申込者は、申込みの際に手数料3,000円（福岡県領収証紙）を納付すること

。

　⑷　講習会の当日は、筆記用具、印鑑及び講習通知書並びにテキスト「猟銃等取扱い

　　令和２年10月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

１　講習会の日時、場所

　⑴　講習会の日時

　　　令和２年11月25日（水）　午前10時から午後５時までの間

　⑵　講習会の場所

　　　久留米市東櫛原町1002番地２　久留米警察署　会議室

　⑶　受講対象者

　　　福岡県内に住所を有する者

　⑷　受講可能人員

　　　20名

２　講習の科目

時　　　間 科　　　目

午前10時00分〜午後３時30分 猟銃及び空気銃の所持に関する法令
猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱い

午後３時30分〜午後４時30分 講習結果に対する考査

午後４時30分〜午後５時00分 考査結果の公表
（合格者に対する講習修了証明書の交付）

３　注意事項

　⑴　受講希望者は、猟銃等講習受講申込書に所定の事項を記入し、写真（申込み前６

ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦３センチメートル、横2.4

センチメートルのもの）を添えて、住所地を管轄する警察署に申し込むこと。

　⑵　上記申込みは、受講日の１週間前までにすること。

　⑶　受講申込者は、申込みの際に手数料6,900円（福岡県領収証紙）を納付すること

。

　⑷　講習会の当日は、筆記用具（ボールペン）、印鑑及び講習通知書並びにテキスト

「猟銃等取扱読本」を必ず持参すること。

　⑸　講習会に関する問い合わせは、住所地を管轄する警察署に対して行うこと。
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　⑸　講習の当日は、耳栓、ベスト、雨具等射撃する際に必要な用具を必ず持参するこ

と。

　⑹　講習時間の都合上、射撃の練習を行う時間がないので、受講者は、事前に射撃の

練習をするように努めること。

　⑺　ライフル銃技能講習と散弾銃技能講習を同一日に受講することはできないので、

各々別の日に受講すること。

　⑻　講習に関する問い合わせは、住所地を管轄する警察署に対して行うこと。

　⑼　気象状況等により講習時間を変更する場合は、福岡県立総合射撃場が、事前に受

講希望者に連絡する。

福岡県公安委員会告示第218号

　銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号）第９条の14第１項の規定に基づく年

少射撃資格の認定のための講習会（年少射撃資格講習会）を次のとおり開催するので、

銃砲刀剣類所持等取締法施行令（昭和33年政令第33号）第29条第１項の規定により告示

する。

　　令和２年10月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

１　講習会の日時、場所等

　⑴　講習会の日時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　令和２年11月３日（火）午前10時00分から午後５時00分までの間

　⑵　講習会の場所

　　　福岡市博多区東公園７番７号　福岡県警察本部４階生活安全部会議室

　⑶　受講対象者

　　　福岡県内に住所を有する者で年少射撃資格の認定を受けようとするもの

２　講習の時間及び科目

時　　　間 科　　　目

午前10時00分〜午後３時30分 空気銃の所持に関する法令
空気銃の使用の方法

の知識と実際」を必ず持参すること。

　⑸　講習会に関する問い合わせは、住所地を管轄する警察署に対して行うこと。

福岡県公安委員会告示第217号

　銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号）第５条の５第１項に基づく猟銃の操

作及び射撃の技能に関する講習（技能講習）を次のとおり開催するので告示する。

　　令和２年10月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

１　散弾銃技能講習

日　　時 場　　所 射撃方法 受講可能人員

令和２年12月３日（木）
午前９時00分〜午後５時00分

筑紫野市大字柚須原
223番地25
福岡県立総合射撃場

トラップ射撃 各18名令和２年12月10日（木）
午前９時00分〜午後５時00分

令和２年12月17日（木）
午前９時00分〜午後５時00分

２　ライフル銃技能講習・ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃技能講習

日　　時 場　　所 射撃方法 受講可能人員

令和２年12月３日（木）
午前９時00分〜午後５時00分

筑紫野市大字柚須原
223番地25
福岡県立総合射撃場

大口径
ライフル射撃 15名

３　注意事項

　⑴　受講希望者は、技能講習受講申込書に所定の事項を記入し、住所地を管轄する警

察署に申し込むこと。

　⑵　上記申込みは、受講日の１か月前までに申し込むこと。

　⑶　受講申込者は、申込みの際に手数料12,700円（福岡県領収証紙）を納付すること

。

　⑷　講習の当日は、所持許可証、技能講習通知書、技能講習に用いる銃砲及び当該銃

砲に適合し、かつ、福岡県立総合射撃場で使用可能な実包を必ず持参すること。
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午後３時30分〜午後４時30分 講習結果に対する考査

午後４時30分〜午後５時00分 考査結果の公表
（合格者に対する講習修了証明書の交付）

３　注意事項

　⑴　受講希望者は、年少射撃資格講習受講申込書に所定の事項を記入し、写真（申込

み前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦３センチメ−トル、

横2.4センチメ−トルのもの）を添えて、住所地を管轄する警察署に申し込むこと

。 

　⑵　上記申込みは、10月27日（火）までにすること。

　⑶　受講申込者は、申込みの際に手数料9,800円（福岡県領収証紙）を納付すること

。

　⑷　講習会の当日は、筆記用具（ボールペン）、印鑑及び講習通知書並びにテキスト

「空気銃・空気けん銃取扱読本」を必ず持参すること。

　⑸　講習会に関する問い合わせは、住所地を管轄する警察署に対して行うこと。


